
（別添２）
四国運輸局 観光部 国際観光課　御中

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況

· １～３の全項目について、該当するものに○を付けること。
· それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。
· 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第２条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し）を添付すること。

令和　　年　　月　　日
住　　 所　　　　　　　　　　　　　　　
社　　 名　　　　　　　　　　　　　　　
         　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　



１　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等

　○プラチナえるぼしの認定を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満
たしている。
【　該当　・　該当しない　】
○えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満
たしている。
【　該当　・　該当しない　】
○えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満
たしている。
【　該当　・　該当しない　】
○一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【　該当　・　該当しない　】

２　次世代育成支援対策推進法に基づく認定等

○「プラチナくるみん認定」を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「くるみん認定」（令和7年４月１日以降の基準））を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「くるみん認定」（令和４年４月１日～令和7年3月31日までの基準）を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「トライくるみん認定」（令和7年４月１日以降の基準））を取得している。
【　該当　・　該当しない　】

○「くるみん認定」（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「トライくるみん認定」（令和４年４月１日～令和7年3月31日までの基準）を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○「くるみん認定」（平成29年３月31日までの基準）を取得している。
【　該当　・　該当しない　】
○一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【　該当　・　該当しない　】

３　若者雇用促進法に基づく認定

○「ユースエール認定」を取得している。
【　該当　・　該当しない　】






















（別添３）
情報取扱者名簿及び情報管理体制図

1 情報取扱者名簿　※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
	
	氏名
	住所
	生年月日
	所属部署
	役職

	情報管理責任者（※１）
	Ａ
	
	
	
	
	

	情報取扱管理者（※２）
	Ｂ
	
	
	
	
	

	
	Ｃ
	
	
	
	
	

	業務従事者（※３）
	Ｄ
	
	
	
	
	

	
	Ｅ
	
	
	
	
	

	再委託先
	Ｆ
	
	
	
	
	


（※１）本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。
（※２）本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
（※３）本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。

2 情報管理体制図
（例）情報取扱者


Ａ
情報管理責任者


Ｃ（経費情報管理）

Ｂ（進捗状況管理）

情報取扱管理者


Ｅ
Ｄ
業務従事者


Ｆ
再委託先



※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先も含む）。

3 その他
・情報管理規則等の内規を別途添付すること。
・必要に応じ、本資料に記載の内容を確認するため追加で資料の提出を求める場合がある。


（別添４）
四国運輸局 観光部 国際観光課　御中

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
　以上のことについて、企画提案書の提出をもって誓約します。

令和　　年　　月　　日
住　　 所　　　　　　　　　　　　　　　
社　　 名　　　　　　　　　　　　　　　
         　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　

記

１　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。
２　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
３　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
４　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。


（別添５）
企画競争共同提案体協定書

（目　的）
第１条　当該企画競争共同提案体は、四国運輸局観光部国際観光課の発注に係る「四国へ訪れる旅行客の広域的な周遊観光にかかる基礎調査業務」（以下「本業務」という。）を共同連帯して行うことを目的とする。
（名　称）
第２条　当共同提案体は、○○共同提案体（以下「当共同提案体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当共同提案体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当共同提案体は、令和○○年○月○日に成立し、業務の契約の履行後３ヵ月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　業務を受託することができなかったときは、当共同提案体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の住所及び名称）
第５条　当共同提案体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者の名称）
第６条　当共同提案体は、○○株式会社を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当共同提案体の代表者は、業務の履行に関し、当共同提案体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもつて業務委託料（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当共同提案体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
２　構成員は、成果品（契約書に規定する指定部分に係る成果品及び部分引渡しに係る成果品を含む。）等について、契約日以降著作権法（昭和45年法律第48号）第２章及び第３章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、当共同提案体の代表者である企業に委任するものとする。
　　なお、当共同提案体の解散後、当共同提案体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
（分担業務）
第８条　各構成員の業務の分担（以下「分担業務」という。）は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○○業務　○○○○株式会社　　　
○○○○業務　○○○○株式会社　　
２　前項に規定する分担業務の価格（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるものとする。
（運営委員会）
第９条　当共同提案体は、構成員全員をもつて運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。
（構成員の責任）
第１０条　構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第１１条　当共同提案体の取引金融機関は、○○銀行○○店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
（構成員の必要経費の分配）
第１２条　構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
（共通費用の分担）
第１３条　本業務を行うにつき発注した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
（構成員の相互間の責任の分担）
第１４条　構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
２　構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
３　前２項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
４　前３項の規定は、いかなる意味においても第１０条に規定する当共同提案体の責任を免れるものではない。
（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
（業務途中における構成員の脱退）
第１６条　構成員は、当共同提案体が業務を完了する日までは脱退することができない。
（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第１７条　構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当共同提案体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
２　前項の場合においては、第１４条第２項及び第３項の規定を準用する。
（解散後の契約不適合に対する構成員の責任）
第１８条　当共同提案体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第１９条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。


　○○株式会社外○社は、上記のとおり○○共同提案体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。



令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○共同提案体構成員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○○　○○　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○○　○○　印
